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はじめに  

 

湯沢町特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、「次世代育成支援対策推進

法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、湯沢町長、湯沢

町議会議長、湯沢町教育委員会、湯沢町選挙管理委員会、湯沢町代表監査委員、湯沢町農

業委員会が策定する特定事業主行動計画です。 

 本計画により、職員一人一人が互いに助け合いながら、業務を効率的・効果的に執行

し、仕事と家庭生活を両立できる職場環境の整備を目指します。併せて、女性職員が職場

で十分に能力を発揮することの重要性を、より深く認識することを目指します。 

なお、これまでは「次世代育成支援対策推進法に基づく湯沢町特定事業主行動計画」と

「女性活躍推進法に基づく湯沢町特定事業主行動計画」を別々に策定していましたが、両

行動計画は密接に関係しており、一体的に取り組むことが望ましいため、本計画において

一つに統合し策定します。 

 

 

Ⅰ．計画期間  

  本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。 

 

 

Ⅱ．計画の推進に向けた体制整備等  

「次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則」(平成 17年 4月 1日規則第 5

号)等に基づき、下記の特定事業主は連名で、各対象職員の行動計画を策定し、推進体制の

整備を行います。 

特定事業主 対象職員 

湯沢町長 湯沢町長が任命する職員 

湯沢町議会議長 湯沢町議会議長が任命する職員 

湯沢町教育委員会 湯沢町教育委員会が任命する職員 

湯沢町選挙管理委員会 湯沢町選挙管理委員会が任命する職員 

湯沢町代表監査委員 湯沢町代表監査委員が任命する職員 

湯沢町農業委員会 湯沢町農業委員会が任命する職員 
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Ⅲ．計画の推進に向けた数値目標と取組内容  

  次世代育成支援及び女性職員の活躍を推進するため、これまでの実績を分析したうえ

で、次の通り数値目標及びその目標達成へ向けた取組内容を設定します。 

 

 

１．時間外勤務の縮減と年次有給休暇の取得率向上 

 

(1)職員一人当たりの各月ごとの時間外勤務時間 

 

【実績】 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

時間外勤務 

時間(月平均) 

※臨時・非常勤

職員を除く 

7.7時間 5.9時間 5.9時間 6.4時間 7.2時間 

時間外勤務 

時間(月平均) 

※臨時・非常勤

職員を含む※ 

5.3時間 4.2時間  

※平成30年度より項目追加。 

 

 

【取組内容】 

①小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の、深夜勤務及び時間外勤務の制限

に係る制度について、周知徹底を図ります。 

②毎週水曜日に設定した「ノー残業デー」について、庁内放送や電子メール等により周

知し、定時退庁の徹底を図ります。 

③業務量を見直し、ＯＡ化の計画的な推進による事務の効率化、外部委託による事務の

簡素化、適正な人員配置の取組を推進します。  

☆目標☆ 

○職員一人当たりの月平均時間外勤務時間(計画期間中の平均)を以下の通りとします。 

 ・月平均時間外勤務時間(臨時・非常勤職員を除く)： 5時間以内 

 ・月平均時間外勤務時間(臨時・非常勤職員を含む)： 4時間以内 
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④安易な時間外勤務が行われることの無いよう、管理職をはじめとする職員全体で認識

を深め、時間外勤務の縮減に取り組みます。 

 

 

(2)職員一人当たりの年次有給休暇等の取得日数 

 

【実績】 

※1： 平成30年度までは、当該年に付与された年次有給休暇の取得率を公表。 

※2：令和元年度より項目追加。 

 

 

【取組内容】 

①人事担当部署では、職員の年次有給休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率が低い

部署については、その部署の管理職等からのヒアリングや指導を行う等の必要な取り

組みを行います。  

②計画的な年次有給休暇の取得を促進するため、各職場の実情に応じ、職場の業務予定

の職員への早期周知等を行うことにより、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成

や環境整備を行います。 

③ゴールデンウィーク期間及び夏季休暇期間等の連続休暇の取得促進について周知を

図ります。 

④子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員が、休

暇を取得しやすい雰囲気の醸成を図ります。 

⑤ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議を自粛します。 

 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

平均取得日数 

※1 
10.4日 53.3% 56.4% 48.0% 53.0% 

取得日数が 5

日未満の職員

の割合※2 

18.2%  

☆目標☆ 

○職員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数を、12日以上とします。 

〇年次有給休暇の平均取得日数が 5日未満の職員の割合を、5％以下とします。 
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２．育児休業及び男性職員の育児に関する休暇の取得促進 

 

(1)男女別の育児休業取得率及び取得期間 

 

【実績】 

※令和元年度より項目追加。 

 

 

【取組内容】 

(1)妊娠中及び出産後における配慮 

①母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている、特別休暇制度(産前・産後休

暇、保健指導・健康診査受診休暇等)の周知徹底を図り、取得率等の向上に努めます。 

②出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。  

③妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、深夜勤務及び時間外勤務を、原則とし

て命じないこととします。 

④妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しをします。 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

女性 取得率 100% 100% 100% 100% 出産者無し 

取

得

期

間
※ 

1年未満 50% 

 
1年以上

2年未満 
50% 

2年以上 － 

男性 取得率 0% 0% 0% 0% 0% 

取

得

期

間 

1年未満 － 

 
1年以上

2年未満 
－ 

2年以上 － 

☆目標☆ 

○出産した女性職員の、育児休業取得率を 100％とします。 

○配偶者が出産をした男性職員の、育児休業取得率を、計画期間中の平均で 20％とし

ます。 
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(2)育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

①育児休業、育児短時間勤務、部分休業制度について周知徹底を図ることにより、特に

男性職員の育児休業等の取得促進に努めます。 

②育児休業等の制度の趣旨及び内容や、休業期間中の育児休業手当金の支給等、経済的

な支援措置について、ハンドブック等にまとめ、職員に周知するとともに、電子掲示

板で常時閲覧できる状態にします。 

③妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行います。 

④育児休業及び部分休業を取得しやすくするため、職場全体の意識改革や、特に男性職

員が取得しやすくなる職場の雰囲気作りの醸成に努めます。 

⑤育児休業の取得に際し、所属職員の配置換え等によって育児休業を取得しようとする

職員の業務を代替することが困難であるときは、後任の配置、臨時的任用職員の採用

等のあらゆる可能性を検討したうえで、適切に確保することとします。 

なお、臨時的任用職員の採用においては、職員が産前産後休暇に入る前及び育児休

業復帰後において、一定の事務引継期間を確保の上、職員が安心して休暇・休業に入

れるように努めます。 

⑥育児休業を取得した職員が円滑に職場に復帰できるよう、休業中の職員の業務に係る

情報提供や、必要な支援を行います。 

(3)保育施設の整備等 

①職員のニーズを踏まえつつ、子育てを行う職員の支援方策の充実について検討を行っ

たうえで、適切に対応します。  

 

 

(2)男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 

 

【実績】 

 

 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

男性の配偶者

休暇等取得率 
0% 100% 75% 0% 0% 

☆目標☆ 

○制度利用が可能な男性職員の、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得割合

を 100％とします。 
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【取組内容】 

①妻の出産前後に取得可能な特別休暇制度(出産補助休暇、育児参加休暇)について、周

知徹底を図り、取得率等の向上に努めます。 

②「子どもの面倒をみるのは母親の仕事」というような固定的な性別役割分担意識や、

「子どもの病気よりも仕事を優先すべき」というような職場優先の環境等をなくし、

男性職員が育児に参加しやすい環境を整備します。 

③配偶者の出産や育児参加に係る特別休暇の取得について、職場における理解が得られ

るための環境づくりを行います。 

 

 

３．女性職員の活躍推進に向けた取組 

 

(1)平均した継続勤務年数の男女の差異 

 

【実績】 

 

 

【取組内容】 

①出産や子育て、介護等を理由に退職を検討している職員へは、活用可能な各種休暇や

休業等の制度を案内し、勤務の継続を支援します。 

 

 

(2)採用試験の受験者の女性職員の割合 

 

【実績】 

 令和元年度 平成30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

女性 16年 9か月 17年 1か月 18年 0か月 17年 7か月 18年 5か月 

男性 18年 6か月 18年 3か月 18年 2か月 17年 4か月 18年 4か月 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

一般事務職 31.3% 17.9% 45.2% 
41.2%  

技能労務職 － － － 

☆目標☆ 

○平均継続勤務年数の男女の差異を 3年以下とします。 
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※「－」は当該職の採用試験無し。 

 

 

【取組内容】 

① 仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介などにより、女性が仕事と子育てを両立して

活躍できる職場であることを、パンフレットやホームページ等で広報します。 

 

 

(3)採用した職員に占める女性職員の割合 

 

【実績】 

※「－」は当該職の採用試験無し。 

 

 

(4)職員における女性職員の割合 

【実績】 

医療職 － － － 

保育職 100% 66.7% － 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

一般事務職 25% 50% 66.7% 40% 50% 

技能労務職 － － － － － 

医療職 － － － － 100% 

保育職 100% 50% － － 100% 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

一般事務職 28.1% 29.9% 27.4% 25.3% 24.1% 

技能労務職 40% 50% 50% 50% 55.6% 

医療職 100% 100% 100% 100% 100% 

保育職 83.3% 84.2% 90% 90% 92.0% 

☆目標☆ 

○採用試験の受験者における女性職員の割合は、計画期間内の平均において、50％を

目標とします。 
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(5)管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

【実績】 

 

 

【取組内容】 

①女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストへ適切に配置します。 

 

 

(6)各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

【実績】 

 

 

【取組内容】 

①女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストへ適切に配置します。 

 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

管理職の女性

割合 
18.2% 18.2% 18.2% 14.3% 13.8% 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 平成 27年度 

本庁係長相当職 40% 42.1% 47.6% 35.3% 28.6% 

本庁課長相当職 25% 25% 25% 20% 22.2% 

本庁部長相当職 0% 0% 0% 0% 0% 

☆目標☆ 

○管理的地位にある職員に占める女性割合を、20％以上とします。 

☆目標☆ 

○計画期間内に、部長級の女性職員を登用します。 

○女性の割合が 30％に満たない役職について、計画期間内の平均において、30％ま

で引き上げます。 
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Ⅳ．その他の取組  

 

 Ⅲ．で掲げた数値目標やその他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施します。 

 

(1)子育てバリアフリーの促進 

①乳幼児を連れた来庁者の多い庁舎では、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレや

ベビーベッド等の設置を、計画的に行います。 

②子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切、丁寧な対応等、ソフト面での

バリアフリーの取組を推進します。 

 

(2)子ども・子育てに関する地域活動への貢献 

①子ども・子育てに関する地域活動に貢献するため、スポーツや文化活動・地域の子育

て活動に役立つ知識や特技等を持っている職員や地域の子育て活動に意欲のある職

員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気の醸成に努めます。 

②要請等に基づき、小・中学校等に職員を派遣し、特別授業等を実施します。 

③子どもが参加する地域の活動に、敷地や施設を提供します。 

 

(3)子どもとふれあう機会の充実 

①子どもたちの社会科見学としての町施設訪問を歓迎し、役場の仕事に対する小・中学

生の理解の促進に協力します。 

 

(4)学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 

①保護者でもある職員は、子どもとの交流の時間が確保し難い状況にあるとともに、家

庭教育に関する学習機会への参加が難しい状況にあるため、職員に対し、家庭教育に

関する情報提供を行うことにより、家庭教育力の向上を図ります。 

 


